
こころの健康度・生活習慣に関する調査の対象となる方は、健康診査と同じく、東
京電力福島第一原子力発電所事故時に警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備
区域に指定された市町村及び特定避難勧奨地点の属する地域に2011年３月11日から
2012年４月１日まで及び調査年度の４月１日に住民登録があった方々です。また、
上記の方以外で、基本調査の結果必要と認められた方も対象としております。より適
切な対応を行うために、調査対象者の年齢に応じた調査票を用いています。子どもは
「０歳～３歳」「４歳～６歳」「小学生」「中学生」の４つに区分し、それに16歳以上の「一
般成人」を加えて計５つに区分しています。
質問内容は、うつ病や不安障害等こころの問題のほか、睡眠、運動、喫煙、飲酒等

の生活習慣の変化についてもお尋ねしています。

本資料への収録日：2013年３月31日
改訂日：2026年３月31日
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